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こ
れ
か
ら
10
月
頃
ま
で
は
、

大
雨
、
台
風
な
ど
で
災
害
が
発

生
す
る
危
険
性
の
高
い
時
期
と

な
り
ま
す
。

家
族
で
非
常
持
ち
出
し
品
の

準
備
、
点
検
を
行
い
、
風
水
害

に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
自
分
の
家
が
ど
ん
な

立
地
条
件
に
あ
る
の
か
を
知
り
、

対
策
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

①
川
に
沿
っ
た
低
地
は

：
風
と
洪
水
に
注
意

②
高
い
と
こ
ろ
は

：
特
に
風
の
被
害
に
注
意

③
が
け
に
近
い
と
こ
ろ
は

：
が
け
崩
れ
に
注
意

④
谷
川
に
沿
っ
た
地
域
や
出
口

：
土
石
流
に
注
意

注
意
報
が
出
た
ら
、

家
の
ま
わ
り
の
点
検
を

警
報
が
出
た
ら
、

い
つ
で
も
避
難
で
き
る
準
備
を

５
月
28
日
（日）
、
熊
野
町
消
防

団
50
人
と
海
田
地
区
消
防
署
熊

野
出
張
所
員
に
よ
り
、
大
雨
に

備
え
て
水
防
技
術
習
得
訓
練
を

実
施
し
ま
し
た
。（

生
活
環
境
課
）

広
島
県
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
思
い
や
る
　
心
ひ
と
つ
で

事
故
は
ゼ
ロ
」

重
点
対
策

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

自
転
車
利
用
者
の
交
通
事
故
防
止

（
生
活
環
境
課
）
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今
幼
小
連
携
の
教

育
が
叫
ば
れ
て
い

ま
す
。
幼
児
期
を

通
じ
て
小
学
校
以

降
の
生
活
や
学
習

の
基
礎
を
養
う（
平

成
十
一
年
十
二
月

中
教
審
議
中
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

学
習
の
基
礎
の
一
つ
、

読
み
・
書
き
教
育

を
私
共
に
お
任
せ

く
だ
さ
い
。 

海田地区消防署熊野出張所　℡854-1103
火災と救急の通報は119番　その他消防の問合せ・相談は、 

大
雨
・
台
風
に
備
え
て

広
島
県
夏
の
交
通
安
全
運
動

７
月
11
日
（火）
〜
20
日
（木）

【
熊
野
婦
人
俳
句
会
】

楠
の
蔭
遠
足
の
子
の
す
っ
ぽ
り
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
藤
　
千
　
鶴

つ
つ
じ
咲
き
母
郷
の
山
路
華
や
げ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
　
フ
ク
ヨ

飛
行
機
雲
直
線
消
え
ず
花
蜜
柑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
田
　
真
由
美

別
莊
に
招
か
れ
素
足
伸
ば
し
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
野
　
啓
　
子

水
面
に
映
る
若
葉
や
風
そ
よ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
野
　
眞
理
子

長
旅
の
果
て
や
墓
石
に
黄
砂
降
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
谷
　
し
ず
恵

ず
っ
し
り
と
太
き
筍
裏
口
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
　
上
　
芳
　
江

牡
丹
に
暗
き
佛
間
の
華
や
ぎ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隠
　
土
　
信
　
子

山
肌
を
覆
い
つ
く
し
て
芝
櫻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
蔦
　
子

潜
水
艦
深
々
浮
か
び
明
易
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
田
　
文
　
子

【
西
公
民
館
俳
句
同
好
会
】

鯉
の
ぼ
り
右
往
左
往
に
風
の
あ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
　
田
　
竹
　
美

な
ん
と
な
く
た
ま
る
疲
れ
や
花
曇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
　
村
　
光
　
子

春
の
風
邪
自
己
診
断
の
薬
増
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尺
　
田
　
せ
　
つ

廃
業
を
告
ぐ
る
貼
紙
花
の
冷
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
　
府
　
藤
　
絵

藁
し
べ
に
す
が
り
て
の
ぼ
る
花
豌
豆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
辺
　
文
　
代

ト
ン
ネ
ル
を
過
ぎ
た
る
電
車
花
吹
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
　
藤
　
聿
　
美

竹
藪
の
奥
に
豚
舎
や
菜
種
梅
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
　
村
　
マ
サ
子

爪
赤
き
蟹
の
出
て
を
り
耶
蘇
の
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
里
風
子

今
年
の
桜
は
開
花
期
か
ら
官
民
の
格
差
が
あ
っ
た
。
早
く
咲
く
と
か
遅
い
と
か
。

そ
れ
を
桜
が
聞
い
て
何
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。

冬
か
ら
春
の
気
温
よ
り
以
前
の
夏
に
影
響
が
あ
っ
た
。
桜
の
開
花
は
自
然
の
温

度
に
あ
っ
た
。
早
い
、
遅
い
と
言
っ
て
も
咲
く
と
き
に
は
咲
く
の
が
自
然
で
あ
る
。

五
月
、
木
々
の
芽
立
ち
で
山
々
は
新
緑
で
あ
る
。
そ
れ
も
北
国
か
ら
南
国
で
は

違
う
の
で
あ
る
。
自
然
の
正
し
さ
を
乱
し
て
い
る
の
は
人
で
あ
る
。
自
然
破
壊
が

植
物
に
い
か
に
影
響
し
て
い
る
の
か
、
俳
句
界
か
ら
で
な
く
大
局
か
ら
自
然
を
見

つ
め
よ
う
。

木
　
村
　
里
風
子
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火災件数１件　死傷者０人 

救急件数47件　搬送人員46人 

今
月
は
、「
下
水
道
使
用
料

改
定
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

税
金
等
の
充
当

公
営
企
業
の
下
水
道
会
計
で

は
、
経
営
に
伴
う
収
入
（
※
下

水
道
使
用
料
）
の
み
で
支
出
を

賄
う
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、

一
般
会
計
繰
入
金
（
※
税
金
等

収
入
金
）
の
充
当
を
も
っ
て
経

営
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
本
町
も
現
在
の
普
及
率
（
約

76
％
）
に
よ
る
使
用
料
収
入
で

は
、全
て
の
経
費
を
賄
う
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
毎
年
、
一
般

会
計
繰
入
金
の
充
当
に
よ
り
健

全
な
経
営
を
保
っ
て
い
ま
す
。

充
当
す
る
税
金
等
の
抑
制

今
後
の
公
的
資
金
収
入
の
減

額
及
び
町
の
借
金
で
あ
る
町
債

の
元
金
償
還
の
本
格
化
に
つ
い

て
は
、
広
報
く
ま
の
５
月
号
で

お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
で
す
が
、

支
出
の
増
加
に
伴
う
収
入
の
不

足
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
繰

入
金
に
頼
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
一
般
会
計
繰
入

金
は
、
下
水
道
を
使
用
し
な
い

住
民
の
方
か
ら
の
税
収
も
含
ま

れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
毎
年

増
額
す
る
傾
向
は
、
公
平
性
を

欠
く
も
の
と
な
り
ま
す
。

下
水
道
使
用
料
の
改
定
は
、

公
平
性
を
確
保
す
る
上
で
必
要

な
措
置
と
い
え
る
も
の
で
す
。

（
下
水
道
課
）

相
談
内
容

18
歳
の
娘
が
エ
ス
テ
の
契
約

（
30
万
円
）
を
し
て
い
た
。
20

歳
の
姉
の
名
前
で
契
約
し
た
よ

う
だ
。
解
約
で
き
る
か
。

ア
ド
バ
イ
ス

未
成
年
者
が
契
約
を
す
る
場

合
、
原
則
法
定
代
理
人
（
親
権

者
）
の
同
意
が
必
要
と
な
り
、

通
常
は
解
約
で
き
ま
す
が
、
未

成
年
者
が
年
齢
を
偽
っ
た
場
合

は
取
り
消
し
で
き
ま
せ
ん
。

相
談
者
に
は
中
途
解
約
に
つ

い
て
助
言
し
ま
し
た
。
エ
ス
テ

テ
ィ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

は
、１
カ
月
を
超
え
る
契
約
で
、

契
約
金
額
が
５
万
円
を
超
え
る

場
合
で
あ
れ
ば
、
特
定
継
続
的

役
務
提
供
契
約
に
な
り
、
中
途

解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
に
受
け

た
施
術
代
金
に
加
え
て
解
約
手

数
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

解
約
手
数
料
の
上
限
は
、サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
か
ら
は
２
万
円

ま
た
は
契
約
残
高
の
10
％
の
い

ず
れ
か
低
い
額
と
な
り
ま
す
。

契
約
に
は
責
任
が
と
も
な
う

の
で
、
安
易
に
契
約
を
し
な
い

よ
う
日
頃
か
ら
家
族
で
話
し
合

っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

（
生
活
環
境
課
）

９
月
１
日
〜
下
水
道
使
用
料
値
上

―
下
水
道
使
用
料
改
定
の
必
要
性
―

広島県道路交通法施行細則が改正

され、今年６月１日から「傘差し運

転や携帯電話を使用しながらの片手

運転など、安定を失うおそれのある

方法で自転車を運転すること」が禁

止されました。罰則は、５万円以下

の罰金となります。

（生活環境課）

片手運転

×

現
状
の
使
用
料
を
維
持
す
る

と
償
還
元
金
の
増
額
に
は
、

一
般
会
計
繰
入
金
を
増
額
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん 

（使用料対象経費の収支の現状） 
●支出（使用料対象経費） 

維持管理費 起債償還利子 
起　債　償　還　元　金 
（元金償還の本格化） 

●収入（使用料対象経費に充てるべき財源） 

使　用　料 一般会計繰入金 
（計画内繰入） 

一般会計繰入金 
（計画外繰入） 

一　般　会　計　繰　入　金 

未
成
年
者
の
契
約
は 

　
　
　
　
取
り
消
せ
る
の
？ 

※申込回数によっては割引有り 
詳しくは、企画課情報推進係まで　TEL８２０－５６０２ 

事業主の 
みなさん 

２号広告（縦４.５㎝×横８.６㎝）　 
ページ下１段の２分の１相当 
・白黒（P１６～１９）：１０,０００円/月 

広告掲載を募集中！ 広告掲載を募集中！ 広告掲載を募集中！ 
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